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@香港コンベンション&エキシビションセンター

岐阜県ブース
出展企業募集のご案内

センターは、アジア最大級の食品見本市であるFood
Expoに岐阜県ブースを設置します。
本見本市を通じて、アジア各地での販路開拓が期待で

きるほか、会期前～会期後までセンターが一貫したサ
ポートを行います。
皆様からのお申込みをお待ちしております。

主催 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

お申込み
お問合せ

（公財）岐阜県産業経済振興センター
経営支援部 取引課 河合・宮嶋
TEL 058-277-1092 メール torihiki@gpc-gifu.or.jp

出展条件や申込方法は裏面とウェブページをご確認ください

出展対象品目
「食品および飲料製品」に該当する香
港で販売可能な日本産の低次加工食品
または日本産原料を使用した高次加工
食品。
または、香港で販売可能な日本産の

食器、調理器具および台所関連用品。

出展対象
県内に本社または事業所を有する中小
企業（みなし大企業を除く）または小
規模事業者。
 その他の条件は、裏面及びホームページ

に掲載された出展要項をご覧ください。

岐阜県ブースの出展メリット

一貫した
サポート

出展料
の助成

会期中の
ブースPR

会期前～会期後まで
センターのコーディ
ネーターが一貫して
サポートします！

センターが出展料の
1/2程度を助成しま

す！

センターが岐阜県
ブースのPR資料を作
成し、会期中に来場
者に配布します！

募集企業数

8社程度（予算の範囲内で募集）

出展料
1小間（9㎡）USD 3,048.50程度
 助成前の金額です。
 負担金は日本円で請求します。
 出展料には、小間代・基本装飾・備品

等を含みます。
 複数小間、0.5小間の申込が可能です。

申し込み期限：令和4年4月22日(金)

本事業は岐阜県の補助金で実施しています。

本事業はセンターの令和4年度予算に関わるものであり、予算成立等が事業実施の条件となります。
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6-7月頃を目途に、渡航制限等の状況を勘案し事業
の実施が困難と判断される場合は、岐阜県ブースの設置
を中止する場合があります。
その場合、キャンセル料は発生しないため、センター

からの請求はありませんが、出展中止に伴い発生した航
空券や輸送費等に関するキャンセル料等について、セン
ターは一切関知しません。

事業の実施について



出展者の資格

FoodExpo2022 岐阜県出展予約書

提出先：FAX 058-273-5961

※ 切り取らずにFAXで送信してください。次の通り出展を予約します。

企業名 TEL

業種 FAX

資本金 百万円 常時雇用する従業員数 名

住所

URL

代表者
役職

氏名

出展物

担当者
連絡先

役職 氏名

TEL FAX

メール

（公財）岐阜県産業経済振興センター
経営支援部 取引担当 宛

【個人情報の取扱いについて】
 ご記入いただいた個人情報は適正に管理し、本見本市関連のご案内、 （公財）岐阜県産業経済振興センターからの情報配信

にのみ利用いたします。

※ 出展申込の際は、ホームページに掲載された「出展要項」を必ずご確認いただき、同意の上お申込み
をお願いします。

1. 岐阜県内に本社、又は事業所があ
る中小企業等(県内に本社を有す
る海外現地事業所の参加も可)で、
表面に掲載された「出展対象品
目」に掲げる製品を出品できるこ
と。

2. 出展目的が商談による取引先の発
掘・継続取引であること。プロ
モーションや調査が主目的ではな
いこと。

3. 輸出に伴う需要増に対応できる供
給体制を有すること。

4. 見本市の期間中、担当者がバイ
ヤーと数量・金額・納品方法等の
交渉、その他取引条件の提示等と
いった具体的な商談を行えること。

5. 見本市に出品後も海外からの引き
合いに対応可能な担当者がいるこ
と。

6. 本見本市後に産経センターが実施
する成果把握のためのアンケート
に協力すること。

7. 本商談会に対して交付される国、
県、その他の機関からの補助金等
を重複して受けていない、若しく
は受ける予定がないこと。

留意事項

1. 出展者は、渡航及び現地滞在に際し、各国政府の規制・要請に従ってください。
また、感染症等への対策にあたっては、開催地政府及び主催者の定める法令・規
則・ルール等も遵守してください。

2. 本書面に定めのない事項は、センターがその対応を決定します。
3. 政府の方針等により内容が変更される可能性がある旨、ご了承ください。
4. 本書面の記載に反する行為があった場合や申込内容に虚偽の記載をした場合は、

申し込みを無効とし、出展をお断りすることがあります。
5. 出展申込をした企業またはその役員が、違法な行為または違法ではないが著しく

不正な行為を行った疑いが明らかとなり、出展することがセンターの信用を毀損
する恐れがある場合は、出展をお断りすることがあります。

6. 岐阜県ブースの基本構成、小間位置等はセンターが決定します。ご希望に添えな
いことがありますのでご了承ください。

7. 出展の権利を転貸、売買、交換、譲渡することはできません。
8. 出展負担金未納による出展はできません。
9. 岐阜県ブースの設置については、本見本市主催者及び政府の要請等を勘案しつつ、

6-7 月を目途に最終的に決定します。申し込みの際は、岐阜県ブースの設置が中
止となる可能性があることをあらかじめご留意ください。

免責事項
1. 天災、感染症の蔓延、交通機関の乱れ、現地情勢等に鑑み、主催者やセンターの

判断により本事業の全部または一部が変更・延期・中止となることがあります。
その場合、出品に要した経費や事業の変更・延期・中止に起因・関連する一切の
損害（航空券代等のキャンセルを含みますが、これに限られません）について、
センターはこれを負担しません。

2. 見本市会期中及びその前後を通じて発生した傷病、事故、盗難、破損等のいかな
る損害についても、センターは一切の責任を負いません。

URL: https://www.gpc-gifu.or.jp/topics/2022031501/index.asp


